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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第85期

第３四半期連結
累計期間

第86期
第３四半期連結

累計期間
第85期

会計期間
自平成26年４月１日
至平成26年12月31日

自平成27年４月１日
至平成27年12月31日

自平成26年４月１日
至平成27年３月31日

売上高 （百万円） 66,644 75,293 94,166

経常利益 （百万円） 1,244 1,072 3,118

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 1,859 636 2,363

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 3,007 △472 4,733

純資産額 （百万円） 22,835 23,769 24,561

総資産額 （百万円） 86,329 86,748 87,216

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 19.39 6.64 24.64

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 24.3 25.8 26.2

 

回次
第85期

第３四半期連結
会計期間

第86期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成26年10月１日
至平成26年12月31日

自平成27年10月１日
至平成27年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 14.38 6.63

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。

４．第85期第３四半期連結累計期間、第86期第３四半期連結累計期間及び第85期の潜在株式調整後１株当たり四

半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

　なお、当第１四半期連結会計期間において、従来より当社の連結子会社でありました株式会社アイ・ケー・アイ・

サービスは、当社を存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

 

２【経営上の重要な契約等】

　当社は、平成27年10月6日開催の取締役会において、当社の営業本部オートモーティブアフターマーケット部カス

タマーパーツセールス課の一部事業をエレマテック株式会社へ譲渡する事業譲渡契約について決議を行い、同日付け

で契約を締結し、平成27年11月30日付で譲渡いたしました。詳細は、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸

表　注記事項（企業結合等関係）」をご参照ください。

 

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

　なお、第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）

等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

 

（１）業績の状況

　当第3四半期連結累計期間における我が国経済は、継続的な円安基調を背景に企業収益は堅調に推移し、全体的に

は緩やかな回復基調が継続しました。世界経済においては、北米は個人消費の底堅さから引き続き好調な傾向を示

した一方、中国及びアセアンなどの新興国では、中国経済の鈍化等により先行き不透明な状況が継続しました。

 当社グループが属する自動車業界におきましては、国内では、本年４月の軽自動車増税などの影響を受けた軽自

動車の販売減を主因に自動車生産台数は前年同期比で減少致しました。アセアンにおいては、タイは、昨年度の税

制変更に伴う需要増の反動などから国内需要は低調であったものの、輸出の回復などにより自動車生産台数は前年

同期比で増加となり、マレーシアは通貨安に伴う翌年以降での自動車販売価格の値上げ発表により駆け込み需要が

発生したことなどから自動車生産台数は前年同期比で増加となりました。また、インドネシアは、インフレ抑制を

目的にした利上げや、財政赤字削減を目的とした燃料補助金削減によるガソリン価格上昇などにより、自動車生産

台数は前年同期比で引続き大幅減となり、アセアン３ヶ国の合計では、前年同期比で減少致しました。中国におい

ては、経済成長は減速傾向にあるものの、10月から小型車向け減税策を開始したことなどから、自動車生産台数も

前年同期比で増加致しました。

　このような環境の下、当社グループは、強固な企業体質を目指し、売上拡大に加え利益確保を最優先にグループ

一丸となって、より一層の経費低減をはじめ、あらゆる合理化に取り組んでまいりました。その結果、当第３四半

期連結累計期間においては、中国の関係会社の完全子会社化の影響やタイ子会社の売上増の影響などから売上高は

75,293百万円（前年同四半期比13.0％増）と増収を確保しました。また、生産能力の増強投資や人材の先行採用な

ど成長のための先行費用の増加などはあったものの、タイ子会社の赤字幅が縮小したことなどから、636百万円（前

年同四半期は営業損失471百万円）と営業利益は黒字転換致しました。しかしながら、為替差損益の影響がプラスか

らマイナスに転じたことなどから、経常利益は1,072百万円（前年同四半期比13.8％減）、親会社株主に帰属する四

半期純利益は636百万円（前年同四半期比65.8％減）と減益となりました。

　セグメントの業績は次のとおりであります。

①自動車部品事業

　自動車部品事業におきましては、中国の関係会社の完全子会社化の影響やタイ子会社の売上増の影響などから、

売上高は68,430百万円（前年同四半期比15.6％増）と増収を確保し、タイ子会社の赤字幅が縮小したことなどか

ら、営業利益は547百万円（前年同四半期は営業損失682百万円）と黒字転換致しました。

②用品事業

　用品事業におきましては、取扱品目の拡大はあったものの用品市場の低迷等により売上高は6,626百万円（前年同

四半期比0.6％減）と横ばいで推移し、営業利益は74百万円（前年同四半期比43.2％減）と減益となりました。

③その他事業

　その他事業におきましては、売上高は1,425百万円（前年同四半期比20.8％減）、営業損失は6百万円（前年同四

半期は営業利益56百万円）となりました。
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（２）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（３）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は4,683百万円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成27年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年2月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 96,036,851 96,036,851
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

1,000株

計 96,036,851 96,036,851 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成27年10月１日～

平成27年12月31日
－ 96,036,851 － 8,929 － 2,261

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成27年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

①【発行済株式】

平成27年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式     143,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  95,621,000 95,621 －

単元未満株式 普通株式     272,851 － －

発行済株式総数           96,036,851 － －

総株主の議決権 － 95,621 －

 

②【自己株式等】

平成27年９月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

市光工業株式会社
神奈川県伊勢原市板戸

80番地
143,000 － 143,000 0.14

計 － 143,000 － 143,000 0.14

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成27年10月１日から平

成27年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,092 10,121

受取手形及び売掛金 ※２ 17,553 ※２ 18,180

電子記録債権 1,316 1,484

商品及び製品 4,300 3,785

仕掛品 391 506

原材料及び貯蔵品 3,070 3,073

繰延税金資産 68 99

その他 4,381 2,951

貸倒引当金 △125 △153

流動資産合計 41,051 40,050

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,172 9,188

機械装置及び運搬具（純額） 7,166 8,069

工具、器具及び備品（純額） 2,364 2,201

土地 3,637 3,598

リース資産（純額） 3,339 5,134

建設仮勘定 4,132 2,657

有形固定資産合計 29,811 30,849

無形固定資産   

のれん 1,234 1,010

その他 1,657 1,444

無形固定資産合計 2,891 2,454

投資その他の資産   

投資有価証券 7,351 6,837

長期貸付金 1,425 1,419

繰延税金資産 291 236

その他 4,402 4,910

貸倒引当金 △7 △9

投資その他の資産合計 13,462 13,394

固定資産合計 46,165 46,698

資産合計 87,216 86,748
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※２ 18,725 ※２ 19,386

短期借入金 1,979 971

1年内返済予定の長期借入金 3,320 5,145

リース債務 2,538 3,064

未払法人税等 140 188

未払費用 2,318 2,309

賞与引当金 1,628 818

役員賞与引当金 41 20

製品保証引当金 1,512 1,294

その他 2,544 4,063

流動負債合計 34,749 37,262

固定負債   

長期借入金 12,977 11,454

リース債務 3,632 3,475

繰延税金負債 1,490 1,339

退職給付に係る負債 9,588 9,214

資産除去債務 171 188

環境対策引当金 11 10

その他 33 33

固定負債合計 27,905 25,716

負債合計 62,655 62,979

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,929 8,929

資本剰余金 2,708 2,708

利益剰余金 9,291 9,640

自己株式 △33 △34

株主資本合計 20,896 21,244

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,630 2,393

繰延ヘッジ損益 △82 △10

為替換算調整勘定 △261 △1,143

退職給付に係る調整累計額 △361 △134

その他の包括利益累計額合計 1,924 1,105

非支配株主持分 1,739 1,420

純資産合計 24,561 23,769

負債純資産合計 87,216 86,748
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

売上高 66,644 75,293

売上原価 53,485 61,183

売上総利益 13,158 14,109

販売費及び一般管理費 13,630 13,473

営業利益又は営業損失（△） △471 636

営業外収益   

受取利息 24 71

受取配当金 162 194

持分法による投資利益 676 527

固定資産賃貸料 239 30

為替差益 811 －

その他 156 241

営業外収益合計 2,071 1,066

営業外費用   

支払利息 246 264

固定資産賃貸費用 64 27

為替差損 － 315

その他 44 21

営業外費用合計 355 629

経常利益 1,244 1,072

特別利益   

固定資産売却益 3 2

段階取得に係る差益 1,572 －

事業譲渡益 － 997

特別利益合計 1,576 999

特別損失   

固定資産処分損 150 103

和解金 － 1,000

退職特別加算金 － 49

製品保証引当金繰入額 600 －

特別損失合計 750 1,152

税金等調整前四半期純利益 2,070 919

法人税等 249 402

四半期純利益 1,821 516

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △38 △119

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,859 636
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

四半期純利益 1,821 516

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 768 △262

繰延ヘッジ損益 △14 72

為替換算調整勘定 △218 △944

退職給付に係る調整額 906 226

持分法適用会社に対する持分相当額 △255 △81

その他の包括利益合計 1,186 △989

四半期包括利益 3,007 △472

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,922 △182

非支配株主に係る四半期包括利益 85 △289
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　第１四半期連結会計期間において、従来より当社の連結子会社でありました株式会社アイ・ケー・アイ・サービ

スは、当社を存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。

 

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分

変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上す

る方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な

会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表

に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持

分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間及び前連結会

計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事業

分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点から将

来にわたって適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

１　受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）

当第３四半期連結会計期間

（平成27年12月31日）

受取手形割引高 193 百万円 363 百万円

 

※２　四半期連結会計期間末日満期手形

 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。

　なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四

半期連結会計期間末残高に含まれております。

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）

当第３四半期連結会計期間

（平成27年12月31日）

受取手形 － 百万円  97 百万円

支払手形 － 24

 

３　偶発債務

　当社は、米国司法省より反トラスト法に関連し、自動車部品事業に関する情報の提供を求められております。

また、当社の自動車用ランプ製品について、独占禁止法上の違反行為に係る公正取引委員会の命令を受けて課徴

金を納付したこと及び米国反トラスト法上の違反行為があったとの主張に基づき、カナダ国において損害賠償請

求訴訟（集団訴訟）の提起を受けております。これら一連の事項に関連して、罰金、損害賠償金等の金銭的負担

が生じる可能性がありますが、現時点では四半期連結財務諸表に与える影響額を合理的に見積もることは困難で

あります。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３

四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却

額は、次のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間

（自　平成26年４月１日

　 至　平成26年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　平成27年４月１日

　 至　平成27年12月31日）

　減価償却費 3,607 百万円 4,795 百万円

　のれんの償却額 -  159  

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31日）

 

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

1株当たり配当

額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日

定時株主総会
普通株式 143 1.50 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金

平成26年11月13日

取締役会
普通株式 143 1.50 平成26年９月30日 平成26年12月12日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年12月31日）

 

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

1株当たり配当

額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月26日

定時株主総会
普通株式 143 1.50 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金

平成27年11月12日

取締役会
普通株式 143 1.50 平成27年９月30日 平成27年12月11日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：百万円）

 報告セグメント その他

(注)
合計

 自動車部品 用品 計

売上高      

外部顧客への売上高 59,195 6,297 65,493 1,151 66,644

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 370 370 649 1,019

計 59,195 6,668 65,863 1,800 67,664

セグメント利益又は損失（△） △682 131 △551 56 △494

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車用電球製造販売事業

及びグループ内福利厚生事業等を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）
 

利益 　金額

報告セグメント計 △551

「その他」の区分の利益 56

セグメント間取引消去 22

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △471

 

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成27年４月１日　至平成27年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：百万円）

 報告セグメント その他

(注)
合計

 自動車部品 用品 計

売上高      

外部顧客への売上高 68,426 5,958 74,385 908 75,293

セグメント間の内部売上高

又は振替高
4 668 672 517 1,190

計 68,430 6,626 75,057 1,425 76,483

セグメント利益又は損失（△） 547 74 622 △6 615

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車用電球製造販売事業

を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）
 

利益 　金額

報告セグメント計 622

「その他」の区分の利益 △6

セグメント間取引消去 20

四半期連結損益計算書の営業利益 636
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（企業結合等関係）

事業分離

１．事業分離の概要

(1）分離先企業の名称

　　　エレマテック株式会社

(2）分離した事業の内容

 　当社営業本部オートモーティブアフターマーケット部カスタマーパーツセールス課（以下「CPS課」）の一

部事業

(3）事業分離を行った主な理由

　　当社はテレマティクス分野での成長を図る為、エレマテック株式会社と提携を決め、商業用車両の後方確認

カメラシステムSafety Vision を中心とするCPS課の取扱製品の営業販売業務に関する事業を同社に譲渡し、

当社は同商品開発と製造に特化することにしたため、今回の合意に至ったものであります。

(4）事業分離日

　　　平成27年11月30日

(5）法的形式を含むその他取引の概要に関する事項

　　　受取対価を現金のみとする事業譲渡

 

２．実施した会計処理の概要

(1）移転損益の金額

　　　997百万円

(2）移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内容

　　　営業権の譲渡のみのため、当該事業譲渡に係る移転資産及び負債はございません。

(3）会計処理

　　　当該譲渡に係る受取対価から譲渡のために生じた諸経費を控除した金額を事業譲渡益として認識していま

す。

３．分離した事業が含まれていた報告セグメント

　　　自動車部品セグメント

４．四半期累計期間に係る四半期連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概要

　　　独立した事業でないため、個別の損益計算書等の財務諸表は作成しておりません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 19円39銭 6円64銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）
1,859 636

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半

期純利益金額　　　（百万円）
1,859 636

普通株式の期中平均株式数（千株） 95,901 95,894

（注）　前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

 

 

２【その他】

　平成27年11月12日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　　（イ）配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・143百万円

　　（ロ）１株あたりの金額・・・・・・・・・・・・・・・1円50銭

　　（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・・平成27年12月11日

　　(注)　平成27年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行っております。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年２月12日

市光工業株式会社

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 内藤　哲哉　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 脇本　恵一　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている市光工業株式

会社の平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２７年１０月

１日から平成２７年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２７年４月１日から平成２７年１２月３１日

まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算

書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、市光工業株式会社及び連結子会社の平成２７年１２月３１日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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